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■建築基準法上の敷地設定に関する留意点 

１敷地１住棟となるよう、敷地境界線を設定してください。 

なお、旗竿敷地（道路の出入口部分が細い通路状になっている敷地）を設定する

場合、屋外との出入口は、石川県建築基準条例の規定に留意してください。 

 

 

【旗竿敷地における屋外との主要な出入口の制限】 

各住戸の屋外との主要な出入口は、歩行者が自敷地内の幅員２ｍ以上の通路のみ

を経由し、道路に直接出入り可能となるように設けること。 

（石川県建築基準条例 第七条に適合する条件） 
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幅員 2ｍ以上のある空間を通って道路へ出入りするために、 

敷地境界線をまたぐ必要がある計画としてはならない。 
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